
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

鹿角市内に診療所を開設する医師に対
し、診療所開設に係る費用の一部 
（最大 4,000 万円）を補助します。 

 鹿角市では、市内に診療所を開設してくださる医師の方を探しています。本市で診療所を開設
する場合、以下の補助制度を受けることができます。 
 
対象者（下記①から④の全てに該当すること。⻭科を除きます。） 

①医療法第１条の５第２項に規定する診療所で、医業を行う施設を市内に新規に開設する医師等 
②市外の医療機関に勤務、若しくは研究機関等に従事、又は市外に医療機関を開設していた医師等 
③開設の際現に一般社団法人鹿角市鹿角郡医師会に加入しており、積極的に地域医療に貢献する医師等 
④過去にこの補助金の交付を受けていない医師等 
 

補助対象（開設費用補助の他、雇用に対する補助もあります） 

区  分 対 象 経 費 補 助 基 準 額 
新規開業支援事業 補助対象施設に係る土地取得費、

建物建設費、建物取得費、医療機
器購入費その他診療に必要な設備
等 

①常勤医師が１人の場合 
対象経費の 3 分の 2、上限 2,000 万円 
②常勤医師が２人以上の場合 
対象経費の 3 分の 2、上限 4,000 万円 

雇用支援事業 補助対象施設に常時雇用される看
護師等のうち、市内に住所を有す
る者が２人以上の場合 

看護師等１人につき年２０万円     
補助人数：年５人上限                 
補助期間：最大３年間 

お気軽にお問い合わせください！ 
秋田県鹿角市 地域医療推進室 
� 0186-30-0262 
� 0186-22-2044 
✉ chiiki-iryou@city.kazuno.lg.jp 

 

【鹿角市について】 
 秋田県、⻘森県、岩⼿県のほぼ中心に位置し、北に十和田湖、南に八幡平、十
和田八幡平国立公園の雄大な自然に囲まれたところです。世界文化遺産の「大湯
環状列石」や、ユネスコ無形文化遺産の「大日堂舞楽」「花輪まつりの屋台行事
（花輪ばやし）」「毛馬内の盆踊」に代表される、様々な文化が訪れる人々の心を
魅了します。また、「スキーと駅伝のまち」として、全国規模の大会が幾度も開催
され、自然・文化に加え、スポーツにおいても魅力溢れるまちです。 
 

詳細は鹿角市ホームページをご覧ください http://www.city.kazuno.akita.jp/ 
 

 


